
管

理

規

程 

埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
管
理
規
程
第
六
号 

 
埼
玉
県
下
水
道
局
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
六
年
七
月
五
日 

埼
玉
県
下
水
道
事
業
管
理
者 

北 

田 

健 

夫 

 
 

 

埼
玉
県
下
水
道
局
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

 

埼
玉
県
下
水
道
局
文
書
管
理
規
程
（
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
日
流
域
下
水
道
事
業
管
理
規
程

第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
文
書
公
開
情
報
確
認
者
） 

 

第
三
条
の
二 

文
書
公
開
情
報
確
認
者
は
、
課
に
あ
っ
て
は
第
一
号
に
掲
げ
る
者
を
、
所
に
あ

っ
て
は
第
二
号
に
掲
げ
る
者
を
も
っ
て
充
て
る
。 

 

一 

主
幹
の
職
に
あ
る
者
又
は
課
長
が
指
定
す
る
者 

 

二 

担
当
部
長
の
職
に
あ
る
者
又
は
所
長
が
指
定
す
る
者 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
程
は
、
令
和
六
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 


